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分割により袋地となった土地建物を購入し
た原告が、隣接する私道所有者に対して、私
道の「①隣地使用権に基づく建物解体工事に
必要な工事車両の通行承諾等、②自動車等に
よる通行権を有することの確認、③ガス、上
下水道の配管権等を有することの確認」を求
めた事案において、①は認められ、②、③は
棄却された事例

1 　事案の概要

昭和38年、南側で公道に接していた旧土地
は、本件土地・土地A・土地Bに分割され、
Xは分割により袋地となった本件土地及び本
件建物を購入した。（＜概略図＞参照）

昭和48年、土地AはPが売買で取得し、昭
和55年に同土地上に建物を建築したことか
ら、本件土地から、土地A・土地Bを介して
公道に通行することは事実上できなくなった。

本件建物を取り壊し、更地にして売却をす
ることにしたXは、本件土地西側の私道（建
築基準法42条2項道路・自動車通行はされて
いない）の一部である本件道路（＜概略図＞
参照）について、所有者Y1・Y2に対し、
①　 民法209条の隣地使用権に基づく建物解

体工事に必要な工事車両の通行承諾等
②　 民法210条の囲繞地通行権等に基づく自

動車その他の方法により通行する権利を
有することの確認

③　 民法209条、210条、220条、下水道法11
条の類推適用による、Yらの土地上及び
地中のガス、上下水道、電気などの配管

権等を有することの確認
を求める本件訴訟を提起した。
原審（東京地判 平4・7・12）は、上記

①は認容し、②・③は棄却した。X及びYら
は互いに敗訴部分の取消を求め控訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示し、X及びYら
の控訴を棄却した。
⑴　Xが建物解体工事のため本件道路を使用

できるか
土地の有効利用のため、一時的な隣地使用

権を土地所有権の一内容として認めた民法209
条の趣旨に鑑みれば、土地上の建物の解体の
場合も同条の適用があると解すべきである。

本件建物は、築60年以上経過しているから
老朽化していると考えられ、本件土地の有効
利用のため、解体の必要性が認められる。ま
た、Xが求める工事内容は、工事期間は概ね
1か月半で月曜日から土曜日までの午前8時
から午後5時30分、通行車両は2トンまたは

民法213条の袋地が接する私道について、隣地使用権に
よる工事車両の通行は認められ通行権は否定された事例

（東京高判 令 4・12・15 判例集未登載）　中戸 康文

最近の裁判例から ⑾−隣地使用権−
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3トンダンプカー、3トンダンプカーで運搬
可能な重機というもので、X建物が工場等で
あることから、その解体に大型車両及び重機
が必要であることは明らかである。そして、
工事期間も長期間とまでは認められず、夜間
に作業が行われるものではない。

以上によれば、Xが求める工事内容は、解
体に必要な範囲内での隣地の使用と認めら
れ、民法209条により、本件道路を使用する
ことができるものと認められる。
⑵　Xが本件道路を自動車等により通行する

ことができるか
Xには民法213条に基づく残余地（本件で

は土地A・土地B）のみに囲繞地通行権が認
められるから、本件道路に通行権を認めるこ
とはできない。（なお、土地Aは昭和48年に
Pが売買により取得しているが、Xは残余地
の特定承継人に対しても民法213条による囲
繞地通行権を主張することができると解され
る（最三判 昭37・10・30 民集16-10-2182）。）

本件道路は、現実に道路として開設されて
いる建築基準法42条2項所定の道路であるこ
とから、道路を通行することについて日常生
活上不可欠の利益を有する者は、道路の通行
をその敷地の所有者によって妨害され、又は
妨害されるおそれがあるときは、特段の事情
のない限り、敷地所有者に対して妨害行為の
排除及び将来の妨害行為の禁止を求める人格
権的権利が認められると解される（最一判 
平9・12・18 民集51-10-4241）。

しかし、X建物は空き家でX代表者は居住
しておらず、またX建物を解体し、本件土地
を第三者に売却する予定ということからすれ
ば、現時点において、Xが本件道路を通行す
ることについて日常生活上不可欠の利益を有
するとは認められない。また、Yらは、本件
道路の自動車通行については強く反対してい
るものの、Yらが、Xの自動車以外の方法に

よる通行を妨害した事実は認められず、また
妨害するおそれがあるとも認められない。

したがって、Xが本件道路を通行すること
について、妨害行為の排除及び将来の妨害行
為の禁止を求める人格権的権利を有している
とは認められない。
⑶　Xがガス、上下水道の配管などのために

本件道路上及び地中を使用できるか
Xがガス、上下水道の配管などのために本

件道路上及び地中を使用することは、民法
213条の類推適用により否定される（注）。

また、現時点において、XはX建物を活動
場所として使用しておらず、X建物について
は、ガス管及び水道管が、本件道路地下に敷
設がされており、電気等の配線もされていた
と推認されるところ、Yらが、既存のガス設
備等の配管、配線を妨害した事実や、妨害す
るおそれは認められない。そうすると、現時
点において、新たな配管、配線等を敷設する
ことにつき、Xに、保護に値する人格権的利
益に基づく権利があるとは認められない。

（注） 令和5年4月1日施行の改正民法（213条の3）
において、分割により袋地になった土地の設
備設置権は、残余地に対してのみ認められる
ことが明文化されている。

3 　まとめ
民法213条の袋地は、建築基準法上の道路

に接していても、通行権・設備設置権は残余
地に対してしか認められないこと、しかし、
隣地使用権によりその一時的使用が認められ
る場合があること、通行等の妨害行為の排除
及び将来の妨害行為の禁止を求める請求は、
妨害の恐れがない等の状態では棄却されるこ
となどを示した本件事例は、袋地の通行権等
の考え方を理解するうえで実務上参考になる
と思われる。

（調査研究部上席研究員）
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敷地延長の土地を所有し、そこに自宅を構
えて居住していた者が、通路部分に隣地建物
の屋根から危険な落雪があったとして、隣地
建物所有者に対して、主位的には落雪が起こ
らないような形状の屋根への改築を、予備的
に屋根に設置された融雪設備の維持管理等の
義務の確認（妨害排除又は妨害予防請求）を、
また前所有者に対しては、係る義務の承継を
怠ったことによる損害の賠償を、それぞれ求
めた事案において、その請求が全て棄却され
た事例

1 　事案の概要

平成21年、Y1（被告・個人）は、東京都
a区内の土地（Y土地）を取得し、平成23年
2月にY土地上にAの設計・施工により自宅
建物（Y建物）を建築し、そこに居住を始め
た。X（原告・個人）は、Y土地の北東側隣
地（X土地）を所有し、X土地上の建物を自
宅としていた。X土地はいわゆる旗竿地で、
Y建物に隣接する部分はX土地が公道に接す
る通路部分（本件通路部分）となっていた。

平成26年2月上旬に、東京都心で積雪8㎝、
同月中旬に同27㎝の降雪があり、その際Xは
ともに雪が地面に落下するような音を聞き、
翌朝にY建物屋根から本件通路部分への落雪
を目撃する等した。これを受けてXは、Y1
に対してY建物屋根からの落雪への対応を求
め、Y1はAと対応の検討を始めた。

同年11月、Y1とAはXに、Y建物屋根へ
の雪止め金具の増設を提案したが、Xは、実

効性がないとしてこれを拒否したうえで、
Y1に対して、①Y1はY建物屋根からX土
地に一切落雪しない措置を講じる、②Y1は
Y建物屋根に融雪設備を設置し、Y1の責任
と負担でその維持管理を行う、③XとY1は
所有物件を売却する際には本内容を買主に引
継ぐ、等とする覚書案（本覚書）をY1に手
交した。

同年12月、Y1はXに、今後も真摯に対応
するが、本覚書の締結には応じられないとし
て、署名押印をせずにこれを返却するととも
に、AとともにXに対し、Y建物屋根に電熱
線を用いた融雪設備の設置を提案した。Xは、
一旦この提案を拒絶したものの、数日後にな
された設備の設置範囲を広げた再提案を受け
入れた。その際XはY1に、本覚書とほぼ同
旨の協定書を締結したいので後日その案を渡
す旨伝えたが、その案文は送付されなかった。

同月中に融雪設備の設置工事が完了した。
その後、平成29年4月までの間、東京では22
回の降雪があったが、Y建物屋根から本件通
路部分への落雪は発生しなかった。

平成29年9月、Y1はY建物から退去し、
翌月に宅建業者Bの媒介でY土地とY建物を
Y2（被告・法人）に売却する契約を締結した。

同年11月、BはXにX土地とY土地の境界
立会を求めたところ、Xは、Y1とY2との
三者で本覚書と同旨の覚書を締結できない限
り、境界立会いには応じない旨回答し、その
まま引渡しがなされた。

平成30年5月、XはY2に、本覚書と同旨

隣地建物から落雪があったとして、その所有者や前所有者に
落雪防止のための屋根の改築等を求めたが棄却された事例

（東京地判 令 4・3・29  ウエストロー・ジャパン 2022WLJPCA03298027）　葉山 隆

最近の裁判例から ⑿−隣地建物からの落雪−
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の覚書の締結を求めたものの協議は整わず、
Xは、同年12月、Y2に対して妨害排除又は
妨害予防請求権に基づき、令和元年11月、
Y1に対して合意内容の承継を怠ったとし
て、本訴を提起した。

これに対してYらは、全面的に争った。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を
すべて棄却した。

（妨害又は妨害のおそれの有無について）
所有権に基づく妨害排除請求権又は妨害予

防請求権が認められるためには、所有者がそ
の所有を妨害されたこと又は妨害されるおそ
れがあることを要し、その所有を妨害される
おそれがあるというためには、単なる観念的
な可能性では足りず、高度の蓋然性があるこ
とを要するものと解するのが相当である。

Xの主張は、本件通路部分を利用するXや
その家族の生命身体に危険が生ずるというも
のだが、証拠上、現に妨害の事実があったと
は認められない。

たしかに、Y建物屋根の形状からして、そ
こに相当量の堆雪が生じ、その堆雪が本件通
路部分に落下した場合には、Xやその家族の
生命身体に危険が生ずるおそれはあると言え
る。

しかしながら、東京都a区は豪雪地帯対策
特別措置法上の豪雪地帯の指定を受けておら
ず、過去約50年の積雪の記録からしても、係
る落雪事故が発生する可能性は高いとは言え
ない。さらに、融雪設備が設置され、その性
能が不十分であるとも、その維持管理が不十
分であるとも認められないことからすれば、
妨害予防請求を認めるに足るほどの高度の蓋
然性があるとは言えない。

（本覚書内容の合意成立の有無について）
Xは、Y1が本覚書の内容について、口頭

で合意した旨を主張する。
しかしながら、Y1はこれを否定し、さら

にY1は、Xから受領した本覚書を署名押印
せずにXに返却したことが認められる。そう
すると、本覚書はY1が重い義務を負う内容
であることからしても、Y1がその内容に合
意していたと認めることはできない。

また、XとY1の間での合意の成立が認め
られない以上、Y1に対してその承継やY2
にその内容に基づく義務の確認を求めること
については理由がない。

（結論）
したがって、Xの請求は理由がなく、これ

をいずれも棄却する。

3 　まとめ

本件は、隣地建物屋根からの落雪による妨
害やその懸念があるとする土地所有者の請求
が棄却された事例である。

本事例においては、平成25年12月から平成
31年3月までの間、東京都内では屋根等人工
物からの落雪による事故は発生していないこ
とも認定されており、東京都内のマンション
管理組合に対する落雪防止柵の設置義務が否
定された事例（東京地判 令3.2.26 2021WLJPCA 
02268028）も見られる。

一方で、豪雪地帯に指定されている地域で
は、北海道で隣地建物の屋根からの落雪によ
り自動車が損傷した際、隣地建物所有者の責
任を認めた事例（留萌簡判 令5.4.25 2023 
WLJPCA04256002）、新潟県で防雪柵設置請
求が認められた事例（東京地判 平21.11.26 
2009WLJPCA11268003）がある。
� （調査研究部主任研究員）


